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健康保険に関する手続の一部について、令和６年１２月２日から次のとおり変更します。 
 
区役所の手続一覧・チェックリスト 

 

・P１ 区分「健康保険（７５歳未満）」国民健康保険に加入している又は国民健康保険に加入している方のいる世帯の世帯主である 
項目 変 更 前 変 更 後 

手 続 名 国民健康保険被保険者資格証明書の返還 国民健康保険被保険者資格証明書等の返還 
 
健康保険に関する手続【７５歳未満】 

 
・P５「５A 国民健康保険被保険者証・限度額適用認定証等の返還」 

項 目 変 更 前 変 更 後 

手 続 名 
●国民健康保険被保険者証の返還 ●国民健康保険被保険者証又は国民健康保険資格確認書の返還 

手 続 概 要 

亡くなられた方の被保険者証、高齢受給者証、限度額適用認定証（限
度額適用・標準負担額減額認定証）、特定疾病療養受療証の返還をお
願いします。また、亡くなられた方が世帯主、かつ、同一世帯内に
国民健康保険加入者がいる場合、その方の被保険者証等の書替えが
必要となります。 

亡くなられた方の国民健康保険被保険者証又は国民健康保険資格
確認書、高齢受給者証、限度額適用認定証（限度額適用・標準負
担額減額認定証）、特定疾病療養受療証をお持ちの場合は返還をお
願いします。また、亡くなられた方が世帯主、かつ、同一世帯内
に国民健康保険加入者がいる場合、その方の国民健康保険資格確
認書の書替えが必要となります。 

持 ち 物 □国民健康保険被保険者証 □国民健康保険被保険者証又は国民健康保険資格確認書 
手 続 が で き る 人 被保険者証等の書替えがある場合 国民健康保険資格確認書の書替えがある場合 

お 問 合 せ 窓 口 
こくほ資格係 
（被保険者証、高齢受給者証） 

こくほ資格係 
（被保険者証、高齢受給者証、国民健康保険資格確認書） 
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・P５「５B 国民健康保険被保険者資格証明書等の返還」 
項 目 変 更 前 変 更 後 

件 名 国民健康保険被保険者資格証明書の返還 国民健康保険被保険者資格証明書等の返還 

手 続 名 概 要 

国民健康保険被保険者資格証明書をお持ちの方が亡くなられた場
合、国民健康保険被保険者資格証明書は返還してください。 
※未納の保険料についてご相談させてもらうことがあります。 

国民健康保険被保険者資格証明書又は国民健康保険資格確認書
（特別療養）をお持ちの方が亡くなられた場合、国民健康保険被保
険者資格証明書又は国民健康保険資格確認書（特別療養）は返還し
てください。 
※未納の保険料についてご相談させてもらうことがあります。 

持 ち 物 
□国民健康保険被保険者資格証明書 □国民健康保険被保険者資格証明書又は国民健康保険資格確認書

（特別療養） 
 
・P５「５C 国民健康保険葬祭費の申請 

項 目 変 更 前 変 更 後 

持 ち 物 

□葬儀の領収書（原本） 
□葬儀を行った方の印鑑（朱肉を使うもの） 
□亡くなられた方（世帯主が亡くなられた場合は世帯全員）の被保
険者証 
□葬儀を行った方の振込口座がわかるもの（通帳等） 

□葬儀の領収書（原本） 
〔削除〕 
□亡くなられた方の国民健康保険被保険者証又は国民健康保険資

格確認書 
□葬儀を行った方の振込口座がわかるもの（通帳等） 
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健康保険に関する手続【７５歳以上】 

 

・Ｐ７「７Ａ 後期高齢者医療葬祭費の申請」 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 変 更 前 変 更 後 

手 続 名 
●後期高齢者医療被保険者証の返還 ●後期高齢者医療被保険者証又は後期高齢者医療資格確認書の返

還 

手 続 概 要 

墨田区の後期高齢者医療に加入している方が亡くなられたとき、
その葬儀を行った方に７万円が支給されます。郵送で申請する際
は担当までお問い合わせください。 
また、亡くなられた方の後期高齢者医療被保険者証、後期高齢者医
療限度額適用・標準負担額減額認定証、後期高齢者医療限度額適用
認定証、後期高齢者医療特定疾病療養受療証をお持ちの場合は、返
還をお願いします。 

墨田区の後期高齢者医療に加入している方が亡くなられたとき、
その葬儀を行った方に７万円が支給されます。郵送で申請する際
は担当までお問い合わせください。 
また、亡くなられた方の後期高齢者医療被保険者証又は後期高齢
者医療資格確認書、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認
定証、後期高齢者医療限度額適用認定証、後期高齢者医療特定疾病
療養受療証をお持ちの場合は、返還をお願いします。 

持 ち 物 □後期高齢者医療被保険者証 □後期高齢者医療被保険者証又は後期高齢者医療資格確認書 
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おくやみコーナーでできること 

 
・P２８「おくやみコーナーで行うことができる手続（ワンストップ手続（職員直参型））一覧」 

区 分 項 目 変 更 前 変 更 後  

健 

康 

保 

険 

（
７
５
歳
未
満
） 

手 続 名 

国民健康保険被保険者証の返還 国民健康保険被保険者証又は国民健康保険資格確認
書の返還 

５A 

国民健康保険被保険者証の書替え 国民健康保険資格確認書の書替え 
国民健康保険被保険者資格証明書の返還 国民健康保険被保険者資格証明書等の返還 ５B 

（
７
５
歳
以
上
） 

後期高齢者医療被保険者証の返還 後期高齢者医療被保険者証又は後期高齢者医療資格
確認書の返還 

７A 

 


